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１．補助の対象となる活動について 

 ⑴ どのような活動が対象となるのか。 

   ＪＲ岩徳線区間（西岩国駅から周防花岡駅間）を含む普通乗車券又は団体割引乗車

券を購入して、旅行する事業を対象とする。 

 ⑵ 団体活動を実施するための事前準備（下見、チケット購入など）をする際の経費は

補助の対象となるか。 

   事前準備（下見、チケット購入など）をする際の経費は対象となりません。 

 

 

２．補助対象団体について 

 ⑴ 団体の基本的な考え方を教えてもらいたい。 

   団体の過半数が、岩国市、下松市、周南市の住民であり、かつ、８名以上の団体を

対象とします。 

 ⑵ 町内会・自治会のサークル活動は対象となるのか。 

   対象とします。地域のスポーツクラブ・学校の部活なども対象となります。 

 ⑶ 法人格を持つ町内会等（認可地縁団体）も対象となるのか。 

   対象とします。企業・ＮＰＯ法人なども対象となります。 

 ⑷ 班、組、常会など町内会・自治会よりも小さい単位の団体は対象となるのか。 

   対象とします。家族・友人などでも対象となります。 

 

 

３.補助対象となる利用区間について 

 ⑴ 対象となる利用区間の基本的な考え方を教えてほしい。 

   乗車駅もしくは降車駅のどちらかをＪＲ岩徳線区間（西岩国駅から周防花岡駅）の

駅で利用していればＪＲ山陽線等を利用しても対象となります。 

   ただし、ＪＲ山陽線でも移動できる区間（例えば、岩国駅～徳山駅など）について

は、ＪＲ岩徳線の車両に乗った場合でも対象となりません。 

 ⑵ 往路と復路で違う駅を利用した場合は補助の対象となるか。 

   往路と復路で違う駅を利用した場合、往路、復路ともに乗車駅もしくは降車駅がＪ

Ｒ岩徳線区間の駅を利用しており、かつ、団体の全員が同じ行程の場合は対象となり

ます。 

 ⑶ 往路は８人全員が同じ行程を利用し、復路は１人が途中下車した場合、対象となる

か。 

   往路は全員が同じ行程なので対象となります。復路は途中から７人の利用となって

いるほか、全員が同じ行程でないため対象となりません。 
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 ⑷ 往路は９人全員が同じ行程を利用し、復路は１人が途中下車した場合、対象となる

か。 

   往路は全員が同じ行程なので対象となります。復路は全員が同じ行程でないため対

象となりません。 

 ⑸ 目的地が東京駅だが対象となるか。 

   出発駅がＪＲ岩徳線区間（西岩国駅から周防花岡駅）の駅であれば対象となります。 

 ⑹ 往路はＪＲ岩徳線で移動し、復路は貸切バスで移動した場合、対象となるのか。 

   往路は対象となりますが、復路は対象となりません。 

 

 

４.助成上限額について 

 ⑴ 助成上限額について教えていただきたい。 

   助成金の額は１人につき片道 400 円、往復 800 円を上限とし、１団体 20,000 円を

上限とします。小人についても上限は同額とします。 

 ⑵ 補助上限額の範囲内であれば、人数に制限はないのか。 

   補助上限額の範囲内であれば、利用人数に制限はありません。 

 

 

５.手続きについて 

 ⑴ 助成金は複数回交付を受けることができるのか。 

   １団体あたり１回まで交付可能とします。 

 ⑵ なぜ事前協議が必要なのか。 

   本事業では、助成金交付に一定の要件を設けており、要件を満たすか審査するため、

また、助成金交付額が予算額を超えないかを事前に判断するため、事前協議をしてい

ただくことにしています。 

 ⑶ 事前協議の結果はどのくらいの期間でわかるのか。 

   事業を実施する概ね 1 週間前までに、協議結果を通知します。 

 ⑷ 助成金が振り込まれる口座に指定はあるか。 

   申請団体の代表者の口座であることが確認できる口座に振り込みます。 

 ⑸ 補助金交付申請額が、事前協議の際の申請予定額を上回っても問題ないか。 

   ＪＲ岩徳線団体利用助成金事前協議書（様式第１号）に記載した申請予定額を上回

る額で交付申請を受け付けることはできません。 

 ⑹ 事前協議から活動参加者の人数が変更となっても問題ないか。 

   申請予定額を超えない範囲であれば、人数は変更となっても構いません。 

   ただし、団体の人数が８人以下となった場合は、助成の対象外となりますのでＪＲ
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岩徳線団体利用助成金事前協議取下書（様式第２号）を提出してください。 

 ⑺ 「ＪＲ等発行の支払い済み証明」とは、どのようなものを提出したらよいか。 

   普通乗車券又は団体割引乗車券を購入した際の領収書の写し、もしくは利用者全員

分の普通乗車券又は団体割引乗車券の写真を提出してください。 

 ⑻ 各様式に押印は必要か 

   各様式への押印は不要です。 

 ⑼ 事前協議や申請の際の書類提出はメールでもよいか。 

   全ての書類は原則メールでの提出をお願いします。 

 ⑽ 事前協議や交付申請の回答はどのような形で返ってくるのか。 

   事前協議結果については、「ＪＲ岩徳線団体利用助成金事前協議承認通知書」もし

くは「ＪＲ岩徳線団体利用助成金事前協議不承認決定通知書」をメールで通知いたし

ます。 

   交付申請については、交付決定の場合は「ＪＲ岩徳線団体利用助成金交付決定及び

額の確定通知書」を郵送で通知いたします。交付が認められなかった場合は「ＪＲ岩

徳線団体利用助成金不交付決定通知書」をメールで通知いたします。 

 ⑾ 助成金交付申請兼請求後、助成金はいつ頃振り込まれるのか。 

   助成金の交付は、交付申請後、概ね１か月程度を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


